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要約
　2017年3月、1957年のEEC（EUの前身である欧州経済共同体）条
約、いわゆる「ローマ条約」調印から60年を記念するEU特別首脳会議で
EU27か国およびEU3機関の首脳らは、「ローマ宣言」に署名した。宣言
には「EUはこれまでと同様、同じ方向に進みながら、必要に応じて異なる
速度と程度で共に行動する。後から参加したい者には扉を開けておく」と明
記した一節がある注1。
　そもそも、戦後に始まった欧州統合を進める方式（統合の先導者フランス
人ジャン・モネにちなんで「モネ方式」と呼ばれる）には、一部例外が認め
られることはあっても、原則として、全ての加盟国が共通ルールに基づい
て、共通の政策を同時に進めるという前提があった。
　しかしながら、加盟国が当初のEEC6か国からEU28か国へと増加したこ
とで、加盟国間の経済格差や政策目標・選好の相違などがますます広がった
結果、モネ方式では、柔軟性に欠け、迅速に対応できず、今やEUは機能不
全の状態に陥っている。
　事実、2010年からEU、とくにユーロ圏が深刻な危機に晒されている。
ギリシャ債務危機によるユーロ危機、大量の難民流入危機、テロ事件の頻発
による社会不安、欧州統合への懐疑的ポピュリスト（大衆迎合主義）政党の
台頭など、幾つもの衝撃が、次々にEUの土台を大きく揺るがしている。そ
して、統合史上初の分裂、英国のEU離脱という厳しい現実が、EUの危機の
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決定打となった。
　これこそ、マクロン仏大統領ら政治主導者がEU改革へと突き動かす最大
の要因である。
　そこで、「モネ方式」を修正する統合方式として、ローマ宣言に明記さ
れたような「2速度欧州または多段階統合」という考え方が登場する。宣言
は、統合の理念を維持しながら、先行する「能力」と「意思」があるグルー
プと、「意思」「能力」に欠けるグループの差異を一時的に容認し、統合を
さらに進めようというものである。
　ローマ宣言の採択は、EUの将来に関する議論の道標となるものである。
また、同時期に公表された欧州委員会の「欧州の将来に関する白書」はEU
がとり得る2025年までの5つのシナリオが描かれている。その後、ユンケ
ル欧州委員会委員長の構想やマクロン構想が相次いで発表された。2019
年5～6月頃の欧州議会選挙までに、これらの構想を含めたEU改革案の具
体化に向けて大きな動きが出てこよう。
　EUは抜本的な（解体的？）な改革によって、統合を大きく前進させるの
か、それとも小幅な修正（微温的）改革に留めて、これ以上の統合を望まな
いのか、今まさに、岐路に立たされている。

1.　統合の前進か（integration）、統合の後退か（disintegration）

1.1.　EU改革急務の背景
　フランスのエマニュエル・マクロン大統領は欧州政治外交の舞台を独り占
めしている。マクロン氏は欧州理事会（EU首脳会議）やユーロ圏首脳会合
での討議、欧州議会での演説、あるいはEU首脳との個別会談など、あらゆ
る機会をとらえて、EU改革に向けて熱弁を振るっている。野心に燃える新
進気鋭の政治家マクロン氏の陰で、経験豊かなドイツのベテラン政治家アン
ゲラ・メルケル首相がかすんでみえてしまう。欧州の政治力学の変化を象徴
する風景である。
　マクロン氏はドイツの連邦議会選挙の結果が判明した2017年9月、パリの
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ソルボンヌ大学で演説し、欧州再建のための「主権を有する、結束した、民
主的な欧州のためのイニシアティブ」（マクロン構想）を提案した注2。
　同氏は、現在の欧州は「弱すぎ、遅すぎ、非効率すぎる」として、欧州再
生に向けて、難民危機などを含む広範な問題でEU加盟国が、より緊密に連
携するように呼び掛けた。
　マクロン氏をEU改革へと突き動かす要因は何か。2010年からEU、とくに
ユーロ圏が深刻な危機に見舞われ、一段と機能不全の状況にある。ギリシャ
債務危機に発するユーロ危機、シリアや北アフリカなどからの大量の難民流
入危機、テロの頻発による社会不安、緊迫化するウクライナ情勢やロシアの
脅威など、「欧州複合危機」と呼ばれるように、複数の危機が連動し、それ
らの相乗効果によって、EUの基盤が大きく揺らいでいる注3。
　さらに、反EU 、反ユーロ、イスラム排外主義などを掲げるポピュリスト
（大衆迎合主義的）政党が国政選挙で勢力を急速に強め、政権与党への参加
を果たしている。イタリアの極右政党・ポピュリスト政党の連立政権やオー
ストリアの中道右派政党と極右政党の連立政権、ポーランドとハンガリー
の右翼・権威主義的なポピュリスト政権は、押しなべて欧州懐疑派（euro-
skeptics）であり、EUの結束を一段と難しくさせる政治的リスクが高まっ
ている。2019年3月の英国のEU離脱後、残留する27か国の結束が直面する難
局を突破できるかどうか試されている。

1.2.　欧州統合の「モネ方式」の限界
　戦後の欧州統合は、フランス人ジャン・モネ（実業家）やロベール・
シューマン（外相）、ドイツ人コンラート・アデナウアー（首相）、イタリ
ア人アルシード・デ・ガスペリ（首相）、ベルギー人ポール・アンリ・ス
パーク（外相）など有力な政治家が主導し、統合政策と経済的利益を各国民
が緩やかな形で受け入れる「許容のコンセンサス」を前提に、漸進的に経済
統合を進めるというものであった注4。
　統合過程で、①国家主権の制限と共同行使（主権のプール）、②欧州委員
会など超国家機関の設立注5、③閣僚理事会における特定多数決の導入（主権
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の制限）注6 などスプラナショナルな（超国家的）仕組みを構築し、欧州の
人々の間にトランスナショナル（国境横断的）な交流関係する樹立すること
であった。
　他方、トランスナショナルな関係とは、①人々の交流・融合による偏狭な
ナショナリズムの克服、②経済の諸活動を行う企業や労働者のクロスボー
ダーの自由移動などであり、スプラナショナルな仕組みとトランスナショナ
ルな関係を通して、欧州に平和と経済的繁栄をもたらそうとするものであっ
た。これが欧州統合の先導者ジャン・モネによる統合推進方式「モネ方式」
である。
　EUは1973年以降、6次にわたる拡大の結果として、加盟国間の政治的、経
済的、社会的相違が拡大したにもかかわらず、トップダウンによる画一的な
統合が進められてきた。加盟各国の法令を単一のEUルールに置き換えるこ
とによる加盟各国の事情を考慮した規則の多様性や柔軟性が失われて、加盟
国の行動の自由が次第に残らないようになった。現在のEUは「のろまで、
鈍重、柔軟性に欠け、迅速に対応し決定することができない」といった厳し
い批判も受けているようになった（元EU理事会高官）。
　また、EUは「民主主義の赤字」に陥っている。EU市民があずかり知らな
いまま、遠く離れた（超国家機関が所在する）ブリュッセルでEUの市民生
活に重要な影響を及ぼす決定が下されているという不満のマグマが蓄積して
いる。
　EU市民の不満を吸収する形で、イタリア、ドイツ、オーストリア、ポー
ランド、ハンガリーなどの国政選挙で欧州懐疑派のポピュリスト政党が勢力
を一段と伸張してきていることは、モネ方式を支えた許容の合意が崩れつつ
あることを示すものである。モネ方式は早急な修正を迫られているといえよ
う。

1.3.　欧州統合の「2速度式欧州」と「アラカルト欧州」
 「モネ方式」は、前提として、全ての加盟国が共通の政策や協力を同時に
進めるというものであり、例えば、英国やデンマークのようにユーロへの参
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加を義務付けられないオプトアウト（適用除外）といった一部例外やユーロ
に参加するために財政赤字や政府債務などの経済的収斂基準を充たすまでの
時間的な猶予が容認されることはあっても、あくまでも一時的なものであ
る注7。
　しかしながら、加盟国の増加（当初の6か国から現在の28か国へ拡大）に
よって、加盟国間の所得格差や政策目標・選好の相違など政治的、経済的、
社会的な異質性がますます増大する結果、同一のルールに基づいて、共通の
分野で統合を進めることがますます困難になってきたのである。
　そこで、一定分野では統合に参加しないことを認める必要が生じることも
ある。以上のような状況下で注目されるようになったのが、「多段階統合」
というアプローチである。EU法学者庄司克宏氏は表1のように、3つの多段
階統合を類型化し、統合ビジョンや統合の性格を整理している。
①2速度式欧州（Two-speed）あるいは多速度式欧州（Multi-speed）
　時間的に統合に差異をつけるものの、超国家的（スプラナショナル）な目
標を共有しつつ、後発グループが先発グループに将来的に追いつくことを想
定している。つまり、超国家的な統合を時間差で追求する手段と位置付けら
れる。
　先発グループが先行統合に成功する一方、後発グループには能力または意
思が欠如するために後で追いつくことが想定されなくなり、2つの集団の間
の差異が永続的に存在することもあり得るので、統合目標の共有には疑問符
がつくことになる。実質的には、可変翼欧州を意味する（例えば、スウェー
デンのユーロ参加拒否のケース）。
②可変翼欧州（Variable  geometry）
　空間的・地理的（分野別・加盟国別）に統合に差異をつけ、それが永続す
ることを前提とするもので、超国家的な統合を進める国家集団のまわりに政
府間（インターガバメンタル）協力にとどめる国家集団が多層的に組織され
る。
③アラカルト欧州
　一定の共通政策に従いつつも、問題に応じて柔軟な統合をめざす。国家主
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権が重視されて、政府間的協力が断片的に行われる。「多様性の中の統合」
（Union in diversity）という統合手法である。共通項としての「モノ・ヒ
ト・サービス・資本の自由移動」という単一市場の部分は全加盟国で維持す
るが、単一通貨ユーロや政治統合などは参加を望む国だけで統合を進めれば
よいというものである。

表１　多段階統合の類型化（概念上のモデル）

多段階統合の
類型

多段階統合の主要
原因 統合ビジョン 統合の性格

2速度式欧州 政策を実行する能力
が短期的に欠けてい
る

加盟国の地位が一時的に異
なる政策取決、後発国は将
来的に追いつくことを約束
する

スプラナショナルな
統合を時間差で促進

可変翼欧州 政策を実行する能力
が長期的に欠けてい
る

中核集団のまわりに加盟国
のさまざまな層が組織され
る

スプラナショナルな
統合とインターガヴ
ァメンタルな協力を
多層的に展開

ア ラ カ ル ト
欧州

政策を実行する能力
にかかわらず、参加
しない選択をする

加盟国の地位が異なる政策
取決が複数共存し、中核集
団がない

インターガヴァメン
タルな協力の断片的
な追求

注：下線部は筆者によるもの。
出所：庄司克宏『欧州の危機』（東洋経済、2016年）、60ページ。

　EUが統合をさらに進めたい場合、EU基本条約（リスボン条約）を改正し
なければならない。それには加盟国の全会一致の合意が必要であるが、それ
ほど簡単なことではない。仮に27か国政府による新条約の調印に漕ぎ着けた
としても、新条約の批准を国民投票で否認される場合もあり得る。前例とし
て、2005年5月のフランスと同年6月のオランダの国民投票による欧州憲法条
約の批准否決がある。
　多段階統合は全会一致が達成されない場合や条約批准否決のリスクを回避
する調整方法といえる。「アラカルト欧州」は、加盟国に特に「意思」が
欠ける場合を、「2速度式欧州」は「能力」が欠ける場合を想定した方式で
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ある。

2．欧州委員会の「欧州の将来に関する」白書－５つのモデル

　欧州委員会は2017年3月、EU改革の方向性を示す「欧州の将来に関する」
白書を発表し、同年3月25日のEU首脳会議に提出した。白書では、英国の
EU離脱後2025年までにEU27か国がとりうる5つのシナリオが描かれてい
る。その概要は、以下のとおりである（表2）注8。

表 2　5つのシナリオ・EUの権限・特徴

シナリオ類型 EU権限の範囲・強度 特徴

シナリオ1：これまで通り進める
（Carrying On）

範囲・権限の現状維
持

従来の方式（モネ方式）に基づ
く超国家的統合の継続

シナリオ2：単一市場のみ進める
（Noth ing  but  the  S ing le 
Market） 

範囲・権限縮小
単一市場のみ

アラカルト欧州。単一市場以外
の権限を加盟国に返還、必要に
応じて政府間協力

シナリオ3：希望する加盟国はさ
らに進める
（Those Who Want More Do More）

有志諸国で協力の範
囲・権限強化

多 速 度 式 欧 州 （ 2 速 度 式 欧
州）。超国家的な先行統合、遅
れて参加可能

シナリオ4：領域を絞り効率よく
進める
（Doing Less More Efficiently）

範囲縮小、権限強化 準アラカルト欧州。合意分野で
EUの権限強化、それ以外では
権限を加盟国に返還

シナリオ5：さらに多くを共に進
める
（Doing Much More Together）

範囲拡張、権限強化 従来の方式（モネ方式）に基づ
く超国家的統合の拡大発展

出所：庄司克宏：経済教室（日本経済新聞、2017/04/19）などから作成。

2.1.　シナリオ１：Carring On（現状を維持しながら徐々に前進する）
　積極的な改革目標で成果が上がるようになる
①特徴：
　目的意識を共有しつつ、政策の優先順位を定めて、全加盟国で改革を進め
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るというシナリオ。従来の「モネ方式」に基づく超国家的統合を継続するア
プローチである。
　EU27か国が結束を保持し、合意した積極的な行動課題が具体的な成果を
齎し続けるが、意思決定過程や成果が結実するまでに時間がかかる。
②2025年の姿：
　単一市場をさらに推進し、デジタルや運輸、エネルギーなどのインフラに
投資し続けることで雇用を創出して経済成長を促す。ユーロの機能を向上さ
せ、金融部門の監督を強化する。
　外交面ではEUはこれまで以上に一つにまとまって行動する。気候変動、
金融安定、持続可能な開発などの国際的な課題に対して、EU27か国はこれ
までどおりリーダーシップを発揮する。

2.2.　シナリオ2：Nothing but the Single Market（単一市場だけに専念する）
　単一市場に関連する重要な側面以外の政策領域は、各加盟国の裁量に委ね
られる
①特徴：
　多くの政策領域で統合に合意できず、徐々に単一市場の重要な側面のみに
終始するというシナリオ。単一市場以外の権限を加盟国に返還し、必要に応
じて政府間協力を進める「アラカルト欧州」アプローチである。
　意思決定がより分かりやすくなる反面、移民・難民や安全保障、防衛など
の政策領域では、統合が進まず、EU市民の権利が徐々に制限される。
②2025年の姿：
　EUは単一市場（自由貿易圏）を意味することになり、関係する領域に
限った政策協調や標準化だけが行われる。資本・モノの自由移動は続くもの
の、消費者保護や労働基準、環境基準、税制、公的助成金政策などでのEU
加盟各国の差異は大きくなる。
　EUとして第3国と貿易協定を締結することが困難になり、EUの域内国境
管理がより規制的に実施される。移民・難民政策などの課題は、二国間で扱
われるようになる。気候変動、グローバル化、国際貿易などの国際的な課題
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について、EU全体として参加できなくなる。

2.3.　シナリオ３： Those Who Want More Do More（統合をさらに進めた
　  い加盟国だけが推進する）
　特定の領域でより統合を進めたい加盟国はそれも可能になる
①特徴：
　EU27か国による単一市場が継続される一方で、防衛、域内での治安、税
制、社会問題などの政策領域では協力を進めたいEU加盟国だけが参加する
というシナリオ。超国家的な統合を共有しつつ、後発グループが先発グルー
プに将来的に追いつくことを想定した「2速度式欧州」アプローチである。
　EUの結束が続く一方で、さらなる統合を希望する加盟国が先行し、期待
に見合った成果が上がる。領域ごとにいくつかのグループができて、立法や
予算面で個別に協議することになり、手続きが複雑になる。加盟国によっ
て、EU法で保護されているEU市民の権利に差異が生じる。
②2025年の姿：
　防衛領域でより密接に協力して、共同で調査や開発、調達を行い、合同作
戦を展開するグループ、安全保障や司法の領域で先に進み、警察や情報機関
を共有し、テロ対策・組織犯罪の取り締まりを共に進めるグループ、税制や
社会問題などにおける協力を強め、税法や税率を調和させることによって、
コンプライアンス・コストや租税回避を減らすグループなど複数のグループ
が並存する。

2.4.　シナリオ４：Doing Less More Efficiently（統合の政策領域を縮小し、
　  より効率的に行う）
　選んだ領域でより速く効率的に結果を出して、他の領域の取り組みは減ら
す
①特徴：
　EUレベルで政策領域を限定し、そこに資源を集中投入することによっ
て、素早い行動が可能となるというシナリオ。合意分野でEUの権限を強化
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する一方、それ以外の分野ではEUの権限の一部を加盟国に返還する「アラ
カルト欧州」アプローチである。
　競争政策や銀行監督のように全体で決めたことに関してEUが直接的に実
施・執行できるより強力な手段が与えられ、迅速かつ断固とした取り組みが
可能になる。
　EU市民にとって、EU・国・地域でどのように権限を分担しているか明確
になる。
②2025年の姿：
　EUは、イノベーション、貿易、安全保障、移民・難民、国境管理、防衛
などの領域で取り組みを強化する。その一方で、地域開発、公衆衛生、一部
の雇用・社会政策などの、付加価値が限定的もしくは、約束に応えることが
不可能とみられる領域では、EU27か国として協調行動を取らない、もしく
は削減する。

2.5.　シナリオ５：Doing Much More Together（EUの統合を共にさらに推進
　  する）
　全ての政策領域において、全加盟国が一丸となって進むことを決断する
①特徴：
　全てのEU加盟国が、全政策領域で権限、資源、意思決定を共有し、決定
するというシナリオ。従来の「モネ方式」に基づく超国家的統合を拡大発展
させるアプローチである。
　徹底してEUとしての統合を推進する。ユーロ圏も強化される。EUレベル
での意思決定や実施を素早く達成できるようになる。EU法で保護されるEU
市民の権利が、さらに拡大する。
　その反面、EUの正統性に疑問を持ち、国の権限が奪い取られていると感
じる一部の社会では、疎外感を味わう危険がある。
②2025年の姿：
　国際社会において、EUは「一つの結束した声」として、より明確に機能
する。貿易協定の批准は、EU加盟国や地域の議会に代わって、欧州議会が
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行う。移民・難民政策での共同の取り組みが強化される。気候変動問題で世
界を牽引し、開発援助・人道援助の最大提供者としての役割がさらに高ま
る。
　表3は5つのシナリオがEUの諸政策へ及ぼすと想定されるインパクトを説
明したものである。

表 3　EUの諸政策へのインパクト

シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 シナリオ5

単一市場・
貿易

▪エネルギー、
デジタル分野
を含め単一市
場は強化され
る
▪27か国は先
進的な貿易協
定を追求する

▪モノ・資本
の単一市場は
強化される
▪基準の差異
は継続する
▪人・サービ
スの自由移動
は十分に保証
されない

▪シナリオ1
と 同 じ よ う
に、単一市場
は強化され、
27か国は先進
的な貿易協定
を追求する

▪共通の基準
は最小限に設
定 す る が 、
EUレベルで
規制される領
域では、施行
は強化される
▪貿易は排他
的にEUレベ
ルで取り扱わ
れる

▪単一市場は
基準の調和や
より強力な施
行を通じて強
化される
▪貿易は排他
的にEUレベ
ルで取り扱わ
れる

経済・通貨
同盟

▪ユーロ圏の
機 能 が 向 上
し、漸進的に
進展する

▪ユーロ圏の
協力は限定的
である

▪租税や社会
的基準のよう
な領域で協力
を深化する加
盟国グループ
を除いて、シ
ナリオ1と同
じ

▪ユーロ圏を
強固にし、安
定を確保する
ための処置が
とられる
▪EU27か国
は雇用や社会
政策のある部
分で後退する

▪ 経 済 ・ 金
融・財政同盟
は2015年6月
の5議長・委
員長報告書で
構想されたよ
うに達成され
る（注）

シ ェ ン ゲ
ン、移民・
安全

▪域外国境管
理協力は段階
的に進展する
▪共通難民制
度に向けて進
展する
▪安全問題の
調整が改善す
る

▪ 単 一 の 移
民・難民政策
はない
▪安全面での
更なる調整は
二国間で行う
▪域内国境管
理はより体系
的になる

▪安全や司法
協力を深化す
る 加 盟 国 グ
ループを除い
て、シナリオ
1と同じ

▪国境管理、
難民政策や反
テロリズム対
策での協力は
体系的になる

▪シナリオ4
のように、国
境管理、難民
政策や反テロ
リズム対策で
の協力は体系
的になる
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外交政策・
防衛

▪外交問題で
は一つの声で
の発言が改善
する
▪一層緊密な
防衛協力が進
む

▪いくつかの
外交政策問題
は段々と二国
間で取り扱わ
れる
▪防衛協力は
現状を維持す
る

▪軍事調整や
共同装備に集
中化する防衛
協力を深化す
る 加 盟 国 グ
ループを除い
て、シナリオ
1と同じ

▪EUは全て
の外交政策問
題で一つの声
で発言する
▪欧州防衛同
盟が創設され
る

▪シナリオ４
の よ う に 、
EUは全ての
外交政策問題
で一つの声で
発言する
▪欧州防衛同
盟が創設され
る

EU予算 ▪27か国で合
意した改革事
項を反映する
ように、部分
的に近代化す
る

▪単一市場に
必要な基本的
機能に予算配
賦を再集中化
する

▪シナリオ1
と同じ
▪さらにいく
つかの加盟国
が統合を進め
ることを決め
た領域に対し
て、追加的な
予算が利用可
能である

▪EU27か国
レベルで合意
した新しい優
先事項に適合
するように大
幅な組み換え
が行われる

▪EUの自主
財源で大幅に
近代化し、増
額し、支援さ
れる
▪ユーロ圏財
政安定化機能
が作動する

成果の可能
性

▪積極的な行
動課題につい
ては、具体的
な成果を生む
▪意思決定が
複雑なまま残
る
▪成果の可能
性は必ずしも
期待通りでは
ない

▪意思決定は
一層容易に理
解できるが、
集団的に行動
する能力は限
定的である
▪共通の関心
事項について
は、しばしば
二国間で解決
することが必
要である

▪シナリオ1
と同じ
▪27か国の積
極的な行動ア
ジェンダが成
果を生む
▪いくつかの
グループはあ
る領域で共に
さらなる成果
を達成する
▪意思決定が
より複雑にな
る

▪優先すべき
か放棄すべき
かの業務につ
いての初期の
合意は挑戦的
である
▪妥当とされ
れば、意思決
定はより容易
になる
▪EUはより
重要な役割を
持つところで
は、より迅速
に、より断固
として行動で
きる

▪意思決定が
より迅速に、
実行はより強
力に全面的に
行われる
▪ EUが加盟
国からあまり
に多くの権限
を奪っている
と考える人か
ら説明責任へ
の疑問が生じ
る

注： トウスク欧州理事会議長、ユンケル欧州委員会委員長、シュルツ欧州議会議長、ドラギ欧州中央
銀行総裁、ダイセルブルームユーロ圏財務相会合議長が連名で発表した報告書『欧州の経済通貨
同盟（EMU）の完成』（2015年6月）。

出所：European Commission, White paper on the Future of Europe（１March2017）から作成。
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　シナリオ1とシナリオ５は、従来の方式である「モネ方式」で超国家的統
合を目指すアプローチである。しかし、EUの拡大によって、加盟国間の経
済格差や政策目標・選好の相違などが増大し、柔軟性に欠くことになった。
EUはユーロ危機や難民危機などに迅速に対応した政策決定ができず、EU市
民の支持を失っていることは前述したとおりである。単純に、モネ方式を受
け継ぐシナリオが支持されにくい状況である。
　そこで、「2速度式欧州」か「アラカルト欧州」というアプローチが選択
肢として登場する。ローマ条約調印60周年のローマ宣言には「EUはこれま
でと同様、同じ方向に進みながら、必要に応じて異なる速度と程度で共に行
動する。後から参加したい者には扉を開けておく」と明記した一節がある。
シナリオ3は、「2速度式欧州」アプローチであり、今後10年間のEU改革の
主流になるのではないかと考えられる。
　また、シナリオ2とシナリオ４は、「アラカルト欧州」アプローチである
が、前者はEUを単一市場のみに限定するとしているが、EU改革のシナリオ
をとしては可能性が少ないが、シナリオ４はシナリオ3と共に有力な考え方
である。

3．ユンケル欧州委員長の2025年構想（シナリオ６）

　欧州委員会のジャン＝クロード・ユンケル委員長2017年9月13日、欧州議
会における一般教書演説の中で、第6のシナリオとして独自の構想「Free, 
Equality, Rule of Law（自由・平等・法の支配）」を明らかにした注9。
　ユンケル氏は、同構想のロードマップとして、EUは27か国になる2019年3
月30日、議長国ルーマニアで特別首脳会議を開催することを提案している。
この時点から、例外なく法の規則を順守し、全ての加盟国がユーロ圏、銀行
同盟、シェンゲン協定のフルメンバーであることを希望するとしている。
　ユンケル構想は、前述した5つのシナリオと比較して、より具体的な内容
となっている。一つには、欧州委員長としての自らの2019年6月までの任期
と、同時期に行われる予定の欧州議会選挙という政治日程を意識しているこ
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とである。
　二つには、英EU離脱後のEUの将来の方向性を出来るだけ明確にしておき
たいという、積極的な欧州統合推進論者としてのある種の使命感のようなも
のがある。
　ユンケル構想は、2週間後に表明されたマクロン大統領のパリ・ソルボン
ヌ大学での演説（マクロン構想）とは、ユーロ圏財務相やユーロ圏予算など
いくつかの対立点を含むものである。欧州首脳レベルで合意に向けてどのよ
うな調整が行われるのか注目していきたい。

表４　ユンケル構想（シナリオ６）

自由・平等・法の
支配の同盟

▪抑圧と独裁からの自由のために、欧州で、世界で戦う
▪加盟国間、東西間、南北間で平等である
▪第2級の市民・労働者・消費者はあり得ない
▪EUでは法の支配は選択肢ではなく、必須である

より統合された同
盟

▪シェンゲン協定を直ちにブルガリア、ルーマニアに開放する。クロ
アチアが完全な協定の加盟国になる
▪（英国、デンマークを除く）全ての加盟国が銀行同盟に加盟し、ユ
ーロ導入が必要である
▪単一市場で何が社会的公正であるか共通理解するため、欧州社会的
基準同盟を設立する
▪社会的分断と社会的放棄を回避するために、「欧州社会的権利の
柱」（注）に合意する
▪欧州の近隣諸国の安定のため、西バルカン諸国に対する確かな拡大
の展望を維持する

より強力な同盟 ▪より強固な単一市場と経済通貨同盟（EMU）を構築し、ユーログ
ループ（ユーロ圏財務相会合）の統括を兼務する欧州経済財務相を置
く
▪共通会社法、付加価値税、デジタル産業への公正な税、金融取引税
に関する決定に特定多数決へ移行する
▪欧州安定機構（ESM）を欧州通貨基金（ESF）へ格上げする
▪欧州経済財務相を創設する。この役割を現在の経済財政担当副委員
長に担わせる
▪ユーロ圏予算は必要ない。EU予算内でユーロ圏予算を確保すべき
である
▪別のユーロ議会の創設には反対である
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▪テロリストや外国人戦闘員に関するデータを情報機関と警察の間で
自動的に共有する欧州情報機関を設立する
▪より迅速な外交政策を決定できるために、全会一致の決定方式を特
定多数決方式に移行する

より民主的な同盟 ▪貿易・環境などの分野で、EUが世界の先導者としての役割を果た
していくためにも、外交政策をより迅速で効率的に展開できるよう、
EU理事会の採決方式を全会一致から特定多数決へ移行する
▪EUがより民主的かつ機能的な組織となるように、欧州委員会と欧
州理事会のトップを統合する

注：EU市民の社会的権利としての20の基本原則。EUは2017年11月に正式に採択。
出所：執筆者の作成による。

4．マクロン仏大統領のEU改革構想

4.1.　仏独連携で改革を主導
　マクロン仏大統領はドイツ連邦議会選挙結果が判明した2017年9月26日、
パリのソルボンヌ大学で演説し、欧州再建のための「主権を有する、結束
した、民主的な欧州のためのイニシアティブ」を提案した注10。マクロン氏
は、現在の欧州は「弱すぎ、遅すぎ、非効率すぎる」として、EU改革に向
けて、EU加盟国が防衛や移民などの問題で、より緊密に連係するととも
に、ユーロ圏の共通予算を創設するよう呼びかけた。
　アンゲラ・メルケル首相が率いる与党・キリスト教民主・社会同盟
（CDU・CSU）が、単独過半数を下回る議席数に止まり、右翼ポピュリス
ト政党「ドイツのための選択肢」（AfD）以外の党との連立協議入りが必至
というタイミングを見計らったものである。
　マクロン氏は、この演説の中で、難民や国境警備、法人税、情報共有、防
衛、金融安定を含む広範な問題でEU加盟国間連携を深化させる必要がある
と指摘し、欧州再生が将来を保障する唯一の道筋であると訴えた。そして、
2018年6月頃までに合意することを提案している。
　マクロン氏は、EU統合深化に共に主導するドイツについて、「ビジネス
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法から倒産法にいたるまで、企業に同じルールを適用することで、2024年ま
でに市場を完全に統合する。フランスは、この新しい共通の野心を盛り込む
ために、エリゼ条約（仏独友好条約）の改正に着手する」と提案している。
また、メルケル首相に対しては、選挙後の連立政権樹立に向けた協議でフラ
ンスの提案を考慮に入れることを望むと語った。

4.2.　ドイツの反応
　これに対して、メルケル首相は2017年9月28日、エストニアの首都タリン
で開催されたEU非公式首脳会議直前のマクロン大統領との会談で、同氏の
提唱する野心的なEU改革案を称賛し、EUの将来を見据えた独仏の強い関係
の基礎になる可能性があるとの認識を示した。また、「詳細を詰める必要が
あるが、欧州はじっとしているわけにはいかず、発展を続ける必要があると
強く認識している」と強調した注11。
　メルケル氏は2018年3月16日、政権4選決定後の最初の訪問先としてマクロ
ン氏との会談を最優先することで、独仏主導でEU改革を進める姿勢を示し
た。両首脳は共同記者会見の場で「ユーロ圏や移民政策、防衛政策、貿易、
研究、教育などの分野で、明確で野心的な行程表（ロードマップ）を2018年
6月（EU首脳会議）までに提示する」と公言した。
　その後、メルケル氏とマクロン氏はEU首脳会議直前の6月19日、ベルリン
近郊で会談し、ユーロ共通予算導入を中軸としたEU改革案に合意した。マ
クロン氏は2021年までの実現を目指す意向を示したが、メルケル氏は具体的
な予算規模や予算確保の手段は示さなかった。

表 5　マクロン大統領のEU改革案

安全保障の強化 ▪NATOを補完する、欧州独自の行動能力を持つための
共同軍の創設
▪共同防衛予算と共通対応方針の策定
▪テロに対する情報についての欧州学会の創設
▪テロ対策欧州検察官の創設
▪自然災害での民間保護を図る共通救助
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国境管理・難民政策の共通化 ▪難民受け入れ基準の改訂
▪移民の教育・同化のための共通予算の策定
▪欧州難民庁と共通国境警備隊の設置

金融取引税の開発援助への投入 ▪現在、英仏だけが徴収している金融取引税を欧州に広
げ、それを原資として欧州開発を加速

共通環境対応 ▪欧州全域の共通排出権取引（価格は最低でも25-30ユー
ロ/トン）

イノベーション ▪AIなどで世界のリーダーとなるイノベーションのため
の欧州機関の創設
▪巨大ネット企業の節税防止のための課税強化

ユーロ圏共通予算 ▪域内投資資金と経済ショック時の安定化資金となるユ
ーロ共通予算の策定
▪ユーロ圏財務相の創設
▪原資はネット企業への課税、環境関連税
▪将来的には欧州で共通化した法人税

出所：執筆者の作成による。

5.　おわりに－「ドイツ・リスク」急浮上、険しい改革への道筋

　2018年6月28日、29日に開催された直近の欧州理事会（EU首脳会議）は、
難民・移民受け入れ対策を巡り紛糾して、EU内の亀裂が改めて浮き彫りに
なった。地中海経由の難民・移民の「玄関口」となっているイタリアの負担
軽減策について、何とか合意したものの、難民・移民政策の抜本的の見直し
については、先送りされた格好になったため、今後も紛糾することは避けら
れないだろう。
　他方、難民・移民への対応を巡るドイツ政権内の対立が深刻化し、にわか
に「ドイツ・リスク」が浮上してきた。キリスト教民主同盟（CDU）を率
いるメルケル氏の寛容な欧州レベルでの解決を訴える方針に対して、CDU
の姉妹政党であるキリスト教社会同盟（CSU）党首のホルスト・ゼーホー
ファー内相がドイツ国境で入国管理を強化するとして反旗を翻したためであ
る。この問題で合意に失敗すれば、連立政権の崩壊につながりかねない火種

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


国際貿易と投資　No.113　◆ 21

EU改革と欧州統合の将来像

になっている。
　EU首脳会議の余波を受けて開催されたユーロ圏首脳会合では、EU改革
について、2017年12月15日のユーロ圏首脳会合でのEMS改革や銀行同盟の
完成の2分野での合意を再確認し、2018年12月のユーロ圏首脳会合で議論す
ることになった。仏独連携による本格的なEU改革の取り組みは先延ばしに
なった格好である。
　2019年には欧州理事会常任議長（EU大統領）、欧州委員会委員長、欧州
中央銀行総裁が交代し、欧州議会選挙が実施される重要な欧州政治の節目の
時期に当る。「ドイツ・リスク」鎮静化に向かうのか、政治的影響力を著し
く弱めつつあるメルケル氏がマクロン氏と二人三脚でEU改革を進めていけ
るのか。EU改革への前途に厳しい難局が待ち構えている。
　EUは抜本的な（解体的？）な改革によって、統合を大きく前進させるの
か、それとも小幅な修正（微温的）改革に留めて、これ以上の統合を望まな
いのか、今まさに、EUは決断を迫られている。
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